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１．問題意識

　本稿の目的は、中小小売商業の政策に関する議論を新たな問題提起を行うことにある。現在日本

経済では、ＧＤＰ世界第三位と経済先進国の地位にある。日本経済の産業構造は、ぺティ＝クラー

クの法則にあるように第二次産業が第三次産業に急速にシフトしている。

　このような小売業分野で中小企業が活躍する理由は、経営の外部環境として地方自治体の中小小

売商業に対する手厚い支援施策が挙げられる（1998 年）。地域経済の産業構造では、第三次産業、

とりわけ小売商業分野の従業員数、事業所数での高い比重を占める。小売商業では、中小小売商業

者が 67％、大規模小売店より大きな市場占拠率を有する 1。その理由は、中小企業経営の内部環境と

して３点を挙げることが出来る。①日本列島が複雑な地形で、市場が細分化されている。②消費市

場が成熟化しており、中小小売店が大規模店舗よりも差別化や希少な商品を販売する。③上記と付

記して、経営者が地域特性の趣味や嗜好品の様な零細な市場を発見する能力に長けているからであ

ろう。小売業分野での中小企業が活躍する理由は、地方自治体の中小小売商業に対する手厚い支援

施策いわゆる商業政策が挙げることができる。

　ところが、三大都市圏、地方中核都市では、小売商業事業分野できわめて厳しい状況に置かれて

いる。これらの都市中心部では、商店街、大型商業施設が廃業、あるいは閉店が相次いた。後述す

るように、政府による産業保護的な色彩の強い小売商業政策は、平成 10 年に大店法の改正で著し

く後退した。平成10年（1998年）大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律（以

下大店法と略）は廃止となり百貨店、総合スーパー、コンビニエンス・ストアが自由に出店ができ

るようになった。規制緩和論者は自由経済で小売商業が活性化すると主張した。小売商業の現状は、

一部の都市中心部か、あるいは都市郊外が出店が集中し、終わりなき競争の果てに大型商業施設が

撤退、コンビニエンス・ストア、商店街の個店までも閉店している。さらに取り残された高齢者、

女性を中心とする都市住民は、日常の買い物に困る事態、いわゆる買い物難民化に陥った 2，3。

　以上の状況となっているが、各地方自治体では大店法を廃止後に独自の施策を内部運用規則や条

例化して、小売商業の活性化並びに大型店の出店規制を行っている。本稿では、独自の小売商業施

策を行っている静岡市内の商業政策、特に小売商業政策を事例として、その独自施策が成立した背

景、政府、静岡県の政策とかかわり、並びに運用の方法の違い等を考察することにある。考察の手

１	三橋規宏、内田茂男、池田吉紀（2012）『ゼミナール日本経済入門』日本経済新聞社 p,423 小売商業の問題が論じ

られている。
２	商店街の衰退に関しては、新雅史（2012）『商店街はなぜ滅びるのか	社会・政治・経済史から探る再生の道』光

文新書は、商店街の内部経営の問題を考察している。
３	都市郊外に大型店の出店が都市小売商業に深刻な影響があった。矢作弘（2005）が詳しい。
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順としては次のとおりである。第一には、静岡商業統計から動向を検討する。第二には戦後の静岡

商業政策を概観する。第三には今後の課題と研究の展望を提示したい。

２．静岡市の商業動向

２－１．静岡市商業の略史

　静岡市商業の沿革は、商業の始まりであるが山村と漁村の物々交換の場、物資の集散地として発

展したと考えられる 4。大宝年代（700 年頃）、安倍川の中洲に自然発生的に定期市「安倍の市」があっ

たと言われている。当時の人口は定かでない。文献によれば、有度郡、安倍郡７郡 59 郷があった

と記されており、これらの集落が古代の商業圏を形成していたと考えられる。

　静岡市は、江戸期から急速に発展を遂げた。当時、静岡市の名称は駿府と呼ばれていた発展の契

期は慶長 12 年（1607 年）徳川家康が駿府城に隠居所に定めたことにある。駿府では、駿府城の改

修工事、町並みの整理、寺社造営が行われて、城下町の機能が整備された。都市並びに城郭整備の

ために、全国から多くの職人、人足、商人が集められた。駿府の人口は約 10 万人まで発展する。

同時代には、江戸の人口規模が 15 万人と言われていたことからも、駿府の発展が分かるであろう。

職人では、大工、木工職人が全国から集められた。これらが静岡の地場産業である木工産業の端緒

となる。

　明治時代には、明治２年（1869 年）に商工会議所の前身である静岡商法会議所が設立されて、

明治 25 年（1892 年）静岡商工会議所に改組された。さらに、静岡第三十五銀行（現：静岡銀行）

が開業する。静岡市には商業発展する環境が整備された。明治 22 年（1889 年）２月、東海道本線（静

岡－浜松間）が開通。明治 41 年（1908 年）公共交通機関は、静岡－清水間で軽便鉄道（現：静岡

鉄道）が開通する。

　戦時中は、昭和 20 年（1945 年）６月 19 日に静岡大空襲があったことにより、静岡市内の商業

が壊滅的な被害を被った。戦後は、静岡駅前、呉服町、七間町にヤミ市が立った。静岡はミカン、

水産加工品と物産が豊富なため、で首都圏、中京地区から買い出し客で賑わった。その後、静岡の

商業地は素早く復興した。現在静岡市では、商店街の整備、新静岡駅セノバ、静岡伊勢丹、パルコ、

丸井と大型店が集中的に立地する商業都市に変貌を遂げている。

４	静岡市商業の沿革は、静岡市商工部商工課編（1979）『静岡市商工行のあらまし（昭和 54 年版）』pp.2-3 を参照

に記述した。
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２－２．静岡商業の推移

表１．平成９年－平成 19 年の静岡市商業の推移

出所：静岡市企画局企画課『静岡市の商業』（各年版）より作成。

　表１は、平成年 19 年に実施した商業統計調査で卸売業と小売業をあわせた総数を表したもので

ある。商店は 10,625 店（対前回比 -8.6 ポイント）、従業者数は 72,375 人（同 -7.1 ポイント）、年間

商品販売額 3 兆 3,473 億 3,588 万円（同 1.0 ポイント）となった。商店数の動向は、平成 11 年が最

も落ち込みがあり、-7.6 ポイントと大幅な減少となっている。その後は横ばいが続いていていたが、

平成 19 年に最大の落ち込みとなった。従業者数は平成 14 年 -6.2 ポイント下落であったが、平成

19 年に再度大幅な減少が続いている。年間商品販売額は、都市中心部の大型小売店の改装や新規

出店の効果があったのだろうか。わずかに微増している。

　以上のように、商業の総数では、店舗数、従業員数、近年大きな減少を見ている。しかし、年間

販売額の下げ止まりは、大型店出店による販売効果が影響と考えられる。

表２．平成９年から平成 19 年での年卸売業、小売業の動向

出所：静岡市企画局企画課『静岡市の商業』（各年版）より作成。

　さらに、商業は、卸売業、小売業の二分野で減少の原因を探りたい。静岡市商業は商店数、従業

者数で大幅に減少を遂げており、年間販売額で下げ止まっている。それでは、小売業、卸売業での
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傾向を分析する。

　卸売業は、商店数 2,944 店（対前回比 -9.1 ポイント）、従業者数 26,247 人（同 -9.5 ポイント）、

年間商品販売額 2 兆 5,352 億 1,758 万円（同 1.6 ポイント）となっている。卸売業は、商店数及び

従業者数は減少している。年間商品販売額は増加している。

　小売業は、商店数 7,681 店（-8.3 ポイント）、従業者数 46,128 人（-5.7 ポイント）、年間商品販売

額 8,121 億 1,830 万円（同 -0.7 ポイント）となっている。小売業では、商店数及び従業者数は減少

しているものの、年間商品販売額は微減している。

　以上のことから、静岡市の商業は、東海ベルト工業地帯の中間的に位置付けられる。そのため、

工業資材を取り扱う卸売業の発展が見られる。さらに、静岡市では、中部地区の日用雑貨品、食品

等の卸売業が集中している。卸売業販売額の増加した原因は、さらに今後の研究課題としたい。小

売業に関しては、商店数及び従業者数は減少しているが、年間商品販売額は微減にとどまる。全国

的には消費不況の中で健闘していると言える。その原因を静岡市の商業政策に求めて、具体的な施

策内容を考察する。

３．戦後静岡市商業政策

３－１．全国の動向

　戦後の小売商業や流通政策で議論された大半は、商店街を中心とする中小小売商業者と百貨店や

大型総合スーパーとの対立を緩和するのかに費やされてきた 5。さらに、昭和 30 年代には、商店街

と小売市場との対立も深刻さを極めていた。空き店舗対策、並びに中心市街地活性化のような政策

が議論されたことは 2000 年代に入ってからである。

　このような流通戦争とも言うべき様相を呈した状況は、昭和 20 年代後半からまず大阪市とその

周辺都市（関西地域の行政用語で衛星都市という）で先鋭化した。当初、大阪府商店街連合会では、

阪急百貨店梅田店の売場面積増床計画に対して、各商店街を挙げて反対運動を展開した。これらの

商店街の運動は、増床計画反対、格安特価品の廉売中止を求めるもので、大型小売店反対運動の先

駆けを成すものであった 6。

　もう一つ、中小小売商業間での競争である。戦前から駅前に立地する老舗商店街、新興住宅地に

店舗付き住宅で創業して形成された新興商店街は、当時の流通の主役であった。

　当時商店街に果敢に挑戦して来た小売業態は小売市場であった。小売市場とは、大阪市が市民の

ために格安の生鮮食品を販売するために、生鮮食料品を扱う零細な小売商人を組織して設立された 7。戦

５	全国の動向執筆に当たっては以下の論文、著作を参考としていう。大店法の沿革に関しては林雅樹（2010）が詳

しい。小売市場に関しては、石原武政（1994）に参考となる。大阪府や大阪市の商業調整政策は石原武政（1998）

を参照とした。
６	大阪府衛星都市商店会総連合会（1997）『大阪府衛星都市商店会総連合会創立 40 周年史』には、大阪府下の商店

街運動が詳しく記述されている。本書を参考として記述した。
７	公設小売市場政策の経緯は、杉原薫、玉井金五（2002）『大正・大阪・スラム -もうひとつの日本近代史 -（増補版）』

新評論が詳しい。
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後に小売市場は、地方自治体が造成した商業店舗に入居して販売する公認小売市場、民間が造成し

た小売市場に入居する形態の商業店舗である私設小売市場に発展した。昭和 30 年代には、商店街、

小売市場と原価販売の乱売商戦を展開し、両者とも厳しい経営状況に陥いった。そこで、小売市場

規制のために施行された法律は小売商業調整特別措置法である。

　さらに、昭和 30 年代後半から昭和 40 年代には、ダイエー、イトー・ヨーカ堂、ジャスコ（現：

イオン）長崎屋のような大型総合スーパーが各地域に出店した。大型総合スーパーは、消費者のセ

ルフサービスの方式で食料品から衣料品、日用品とあらゆる品揃えで、大量仕入、大量販売を行う

小売業態である。百貨店は、駅前等の公共交通の要衝に立地する。それに対して、大型総合スーパー

立地は都市近郊の郊外に駐車場を設置して、集客する方法であった。とりわけ、中内功（当時：ダ

イエー代表取締役）は、価格革命と消費者主権を唱えて 8、各地域に大型小売店の出店を試みた。そ

れが、中小小売商業者を中心とする商店街とは全国的に大規模小売店出店を巡って衝突した。担当

官庁である中小企業は、大規模小売店舗出店を調整する法律「大規模小売店舗における小売業の事

業活動の調整に関する法律」（以下大店法と略）を制定することになった。

　以上のように商店街と大型小売店との利害が激しく衝突することになった。大店法の制定までの

沿革を整理してきた。静岡では、その様相が異なる。その実態を見てみよう。

３－２．イトーヨーカ堂の出店問題

表４．平成５年（1993）年の静岡市中心部商業施設

出所：静岡市商工部商工課（1994）『静岡市商工行政のあらまし（平成５年版）』p.31-32 より抜粋。

注１）第一種大規模小売店とは店舗面積 3,000m2 以上を持つ商業施設をいう。

　当初、静岡市内では、このような小売商業の問題が顕在化しなかった。静岡市内には、静岡伊勢

丹、西武百貨店（現：パルコ）、松坂屋静岡店、丸井静岡店が立地している（表４参照）。各大型店

の出店の際には、特に問題を生じることがなかった。なぜならば、静岡伊勢丹や松坂屋は戦前から

呉服町周辺に立地していた。西武百貨店、丸井の進出は静岡市の中心市街地に集客力の向上になる

と歓迎された。

　ところが、イトーヨーカ堂出店は従前の新規出店と様相が異なった。イトーヨーカ堂静岡店の出

店では昭和 51 年 12 月に出店表明を行った。イトーヨーカ堂側は、何も事前調整など行わずに突然

８	中内功（1969）『わが安売り哲学』日本経済新聞社には、郊外出店、価格破壊との考え方が詳しく述べられている。
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の表明であったことから、地元の商店街でも驚きをもって迎えられた。大店法によれば商業調整協

議会を設置して、大型店出店事業者、地元小売商業団体、行政側が協議すると定められている。そ

こでイトーヨーカ堂静岡店の出店時には、地元商店街を中心とする小売商業団体が商業調整協議会

への参加を拒否し続けた 9。

　出店予定地は、静岡市の中心部から東南へ２km 離れた紡績工場跡地を予定した。昭和 61 年５

月開店での調整の結果は、出店計画時に売場面積１万３千平方メートルであった。大店法による商

業調整協議会での審議では、売場面積５千５百平方メートルまで削減された。イトーヨーカ堂静岡

店には、当時全国各店舗の中で最小の面積となった。10

　静岡商店街の商店主は、静岡商業近代化協議会結成して、増床面積削減を求めて運動を行った結

果であった。これらの結果では、静岡独自の地域の商業規制のルールであるが副産物として形成さ

れたそのルールとは静岡市大規模小売店出店指導要項でありそれに基づいて大型小売店出店と審議

する通称を言う。

３－３．静岡方式の制定とその批判

　静岡方式とは、昭和 48 年（1973 年）大店法制定後に静岡市独自で設けられた商業施設出店の独

自規則通称を言う 11。平成６年（1994 年）大店法は大幅に規制が緩和された。具体的には、店舗面

積１千平方メートルが原則自由化する。閉店時刻の届けで不用基準を午後７時から午後８時まで、

出張販売の届け出禁止という規制が緩和された。さらに、平成 10 年（1998 年）には大店法を廃止

となった。これは、日米構造講義での小売業の規制緩和がアメリカ側から指摘されたことにある。

そこで、平成 12 年（2000 年）から大規模小売店舗立地法が制定された。同法では、大規模小売店

舗の開設にともなう店舗面積や閉店時刻など経済的な側面での規制から、交通渋滞、騒音の緩和な

どの社会的な規制に変更された。

　ところが、政府の大型商業施設の規制に関しては地方独自施策を設ける地方自治体が現れた。静

岡市は例外でない。静岡市内に大型店を出店する場合では、昭和 47 年（1972 年）８月に施行され

た静岡市大規模小売店出店指導要項にもとづいて、いかなる売り場面積での店舗でも商業者だけで

事前に協議を行うという「静岡方式」を施行した。具体的には、出店指導要項第５条に、「市長は

前条の届出で受けた時は、第８条に定める静岡市商業施設情報連絡会による予備審問に付し、その

審査の結果、当該届出にかかる出店計画がこの要項に適合しないものと認めるときには、第９条に

定める静岡市地域商業問題調整協議会の意見を聞いて、必要な指導及び調整を行う」12 とある。こ

のように静岡市で大型店の出店計画では、大規模小売店を出展する事業者が事業者側に事前通告と

９	『日経流通新聞（朝刊）』1991 年 2 月７日で詳細が分かる。
10	静岡商工会議所（1993）『静岡商工会議所百年史』に概略が記述されている。さらに、イトーヨーカ堂出店阻止

運動は杉岡碩夫（1981）p42-47	を参考とせよ。
11	静岡新聞社価格問題研究班編（1995）『価格開国－きしむ静岡県経済－』静岡新聞社、あるいは　『日経流通新聞（朝

刊）』1991 年 2 月７日 p.2 に詳細が分かる。
12	出店指導要綱は、静岡市商工部商工課（1979）『静岡市商工行のあらまし（昭和 55 年版）』p.54 に要綱の内容が

掲載されている。このような行政内部文書が公開されていることは、当時としてきわめて珍しいことである。
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予備審問が必須とされた。本来は、静岡県に大規模小売店舗審議会が設置で手続終了である。しか

し、静岡方式では、静岡市小売商業団体との事前に協議することが明記されたのである 13（図１参

照）。当初、コンビニエンス・ストアまで出店規制という厳しい内容であったが、通商産業省から

の指導でコンビニエンス・ストアが除外された。大店法が規制緩和、その後廃止となった以後では、

静岡市では独自の規制を行った。その厳しい規則内容は、静岡新聞等のマスコミ 14、大学の研究者 15

から規制緩和の世論に逆行すると、激しい反発を受けた。

図１．大規模小売店舗法での出店調整フロー

出所：静岡市商工課（1979）『静岡市商工行政のあらまし（昭和 55 年版）』p.54 より抜粋。

13	大規模小売店舗法での出店調整フローでは「小売商業者またはその団体」に該当する。
14	静岡新聞では、1994 年代に商店街、行政側に対しての大規模小売店舗規制緩和を求めるキャンペーンを行ってい

る。詳しくは静岡新聞社価格問題研究班編（1995）『価格開国－きしむ静岡県経済－』静岡新聞社を見よ。
15	全国の動向執筆に当たっては以下の論文、著作を参考とした。大店法の沿革に関しては林雅樹（2010）が詳しい。

小売市場は、石原武政（1994）を参照とした。大阪府や大阪市商業調整政策は石原武雅（1998）を参照とした。
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３－３．静岡市の商業環境整備条例の制定

　規制緩和の結果は、都市中心部から郊外に人の流れが変化した。郊外型の大型小売店ロードサイ

ドショップ店舗が増加した16。その結果、全国都市中心部では、商店街や百貨店が営業不振となった。

商店街では、シャッターを閉めた店舗が目立つことになった。都市中心部には、郊外に移動できな

い高齢者、女性、低所得者が取り残される。これらの人々は、生鮮食料品や日用品の買い物に支障

をきたす事態となっている。いわゆる買い物難民である。

　静岡市では、大店法の規制緩和に関わらず、静岡市内で買い物難民を生じなかった。静岡市は、

指導要項による事前協議制、郊外の出店許可が下りないという規制を実施した。しかし、近年では

市内中心市街地での空き店舗が目立つようになった。従来の政策では、静岡市の小売商業者と大規

模小売店舗業者、行政との話し合いであった。平成 23 年（2011 年）には「静岡市の商業振興に関

する条例」が制定された。さらに、本年 10 月に制定された「静岡市良好な商業環境の形成に関す

る条例」である。この条例は、第１条に目的が明確に示されている。第 1条には「商業施設の建築

等について、市民の意見を反映する機会を設けるとともに、良好な商業環境の形成に資する誘導す

る手続きを定めることにより、・・・中略・・・市が目指すまちの姿にふさわしい良好な商業環境

の形成をはかり、もって市民生活の向上、及び地域社会の持続的な発展に寄与」を目指している。

さらに、市街化区域に店舗立地の際には、速やかに担当部局に届出を行なうなど郊外出店規制を明

文化した点である。つまり、本条例の制定は、郊外出店制を堅持しながら、消費者である静岡市民

の意見を反映されることが、明記されたことが特徴である。

16	郊外型店舗の増加は、地域経済に対して雇用減少と不安定化、並びに地域の小売商業の著しい減少をもたらす。

批判的な考察は本多哲夫（2001）が詳しい。本稿では同様の立場に立っている。

図２．静岡市良好な商業環境の形成に関する条例で目指す姿

出所：静岡市企画部企画課（2012）『静岡市良好な商業環境の形成に関する条例の概要』より抜粋
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４．静岡市商業政策の課題

　戦後の静岡市商業政策、特に昭和末期から平成期までの制定と運用を考察してきた。すでに、北

海道、福島県では、都道府県レベルで郊外店規制を含む小商業振興条例を制定された。

　従来の政策では、小売業者の調整、すなわち過当競争、出店調整を行うことが主であった。しか

も行政側は、小売業の出店規制指導要項という内部規則で第三者に明文化されず、情報公開されて

いない。この点は、既得権益の保護や当事者間だけでの運用、談合に終わっていたのであるまいか。

　静岡市の商業政策は厳しく郊外出店規制を行なうことで、中心市街地の空洞化を防止する役割を

果たした。今回の静岡市の条例制定では、明文化されたルール、運用で市民、小売商業者、大規模

店業者と明解な枠組み審査される。郊外店出店規制を設けるには、価格競争を促して安い商品を消

費者に提供するのか、それとも多少の高い価格でも中小企業経営者、家族従業員を含む雇用維持す

るという公益を優先するのかを整理して住民に提起が必要なのでないだろうか。

　もう一つは、閉鎖的で保護的な産業政策は、近年住民の理解や同意が得られないと制定や維持が

困難となっている。静岡市と小売商業団体は、再度条例の制定された意味を考えるべきだ。小売商

業事業主は、より一層の共通のコスト削減と共同事業の推進を行うべきである 17。先駆的な取り組

み事例は、京阪神の商店街に独自事業で自らの力で事業改善に取り組んでいることである 18。

　さらに、不明点は、次の論文までの課題を整理しておきたいと考えている。
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